那珂川市健康づくり推進委員会委員募集要項（4号委員）

那珂川市健康づくり推進委員会は、市民一人ひとりが生涯を通じて、健やかに暮らすことができるよう、健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係機関等との連携を図り、必要な事項について協議・検討することを目的として設置しています。
この要項は、那珂川市健康づくり推進委員会設置条例（平成19年条例第10号）に基づき、一般公募による委員の募集について定めるものです。

１．応募資格
　　　市内に在住している18歳以上の人（令和8年1月1日現在の年齢）

　２．公募する委員数
　　　2名

３．委員の任期
　　　令和8年4月1日から令和10年3月31日まで（任期2年）

４．会議の回数
　　　年2回程度

５．報酬及び費用弁償
 　　委員は那珂川市の非常勤特別職の職員となり、日額4,100円の報酬と、1,700円の費用弁償（交通費）が支給されます。

 ６．応募方法
　　　令和8年1月5日（月）から30日（金）までの期間に、次に掲げる書類を保健センター（健康課）に持参または郵送で送付してください（郵送の場合は1月30日必着）。
 　　（1）健康づくり推進委員会委員申込用紙（別紙様式）
　　　（2）小論文「市民の健康づくりへの提案」をテーマにしたもの（1200字以内：様式の指定なし）

郵送申込先：〒811-1290那珂川市西隈1-8-1　那珂川市役所健康課宛

７．審査及び選考
　　　応募者の適否を審査するにあたっては、別に審査要領を定めます。
　　　応募者が募集人員に満たなかった場合は、再募集によらず委員を選任することができるものとします。
　　　選考は選考委員が審査要領に従い書類による一次選考を行い、選考結果については、それぞれ本人に通知します。
　
８．注意事項
(ア) 提出書類に虚偽の記載が認められた場合は、委員就任後であっても委嘱を取り消す場合があります。
(イ) 受理した提出書類は、返還いたしません。
